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計画策定の概要について 

１．介護保険事業計画の法的位置付けと全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．介護保険制度における市町村及び都道府県の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）社会保障審議会介護保険部会資料より 

出所）社会保障審議会介護保険部会資料より 

資料１ 
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３．介護保険・高齢者福祉に関する動向 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１・２期 

（平成 12年度～） 

第３期 

（平成 18年度～） 

第4期 

（平成21年度～） 

第５期 

（平成24年度～） 

第６期 

（平成27年度～） 

●平成 12年４月 介護保険法施行 

●平成 17年改正（平成18年４月等施行） 

－介護予防の重視（介護予防給付、地域包括支援センターを創設など） 

－地域密着型サービスの創設 

●平成20年改正（平成21年5月施行） 

－介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制整備 など 

●平成23年改正（平成24年4月等施行） 

－地域包括ケアの推進 

－介護予防・日常生活支援総合事業の創設 

－医療的ケアの制度化 など 

●平成26年改正（平成27年4月等施行） 

－地域医療介護総合確保基金の創設 

－予防給付（訪問介護・通所介護）を地域支援事業に移行 

－特別養護老人ホームの入所者を中重度者に重点化 など 

第７期 

（平成30年度～） 

●平成29年改正（平成30年4月等施行） 

－自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 

－介護医療院の創設 など 

●令和２年改正（令和３年4月施行） 

－2025年、2040年を見据えた基盤整備 

－在宅生活継続のためのサービス基盤整備 

－介護離職ゼロ実現に向けた整備 

－特別養護老人ホームにおける入所申込者の状況を踏まえた整備 

－介護付き住まいの普及 

－医療計画との整合性の確保 など 

 

 

 

第８期 

（令和３年度～） 

第９期 

（令和６年度～） 

●令和５年改正（令和６年4月等施行） 

－こども・子育て支援の拡充 

－高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し 

－医療保険制度の基盤強化等 

－医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化 
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４．長期的視野に立った第 10期介護保険事業計画の位置付け 

 2040 年になると団塊ジュニア世代が 65 歳以上の前期高齢者となり、現役世代が

急減して社会保障を支える担い手不足が深刻になることに加え、85 歳以上人口の

急速な増加により、要介護認定率の高まりや認知症高齢者の一層の増加が見込ま

れます。 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R９ R10 R11 
   

 

 

 

■令和７年度 
 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

アンケート調査の実施                         

アンケート調査報告                         

地域包括ケアシステム 

推進協議会 

 
 ●                     ● 

■令和８年度 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

計画骨子案の作成                                     

計画素案の作成                                     

サービス量・保険料の推計                                     

計画の策定                                     

パブリックコメントの実施                                     

策定委員会     ●         ●         ●         ●     

地域包括ケアシステム 

推進協議会 
             ●                     ●  

●策定スケジュール 

第８期計画 

第 10期計画 

現行計画 

第９期計画 
次期計画 
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参考資料-1．介護保険制度の見直しに関する意見 
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参考資料-２．介護保険制度の見直しに関する意見 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）社会保障審議会介護保険部会資料より 


